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実績値
（過去４年間）

評価
区分 評価の考え方

評価
区分 評価の考え方

Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

Ｈ25
（前年度）

H26
（当年度）

Ｈ27
（総合計画

終期）

１　消防力の充実強化

(1)消防

■　県内１１消防本部の広域化を推進し、平成２８年度を目途に１消防本部体制を目指します。

消防体制強化
（消防広域化推進）

総務部 消防保安課
　消防本部の広域化を推進し、県内消防
の体制強化を図る。

消防の広域化に係る検討・
研究会議の開催数

Ｈ22 　　8回
Ｈ23 　　2回
Ｈ24　　 3回
Ｈ25     0回

必要に応じて
助言等

必要に応じて
助言等

必要に応じて
助言等

55 部局予算対応 －

　平成24年度に実施した首長アン
ケートで否定的な意見が多数となった
ことを受け、厳しい状況であることを認
識している。国や他県の動向に注視し
情報収集を行った。

4

　今後、国や他県の動向を注視しつ
つ、各消防本部における広域化の気
運の高まりがあれば検討をしていきた
い。

4

　消防の広域化により体制の効率化
や経費節減等のメリットも大きいが、
消防機関を設置する市町村と十分な
調整を行いながら検討を進めていく必
要がある。

■　平成２８年６月からの消防救急無線のデジタル方式移行にあたり、共同整備・共同運用等を行う消防本部に対し支援を行います。

消防救急無線デジタル化推進 総務部 消防保安課
　消防救急無線デジタル化を推進し、県
内消防の体制強化を図る。

消防救急無線のデジタル化
（Ｈ28完了）

必要に応じて助言等
共通波整備・
指令関係設備
整備事業

共通波整備・
指令関係設備
整備事業

必要に応じて
助言等

100,000 260,000 100,000

　平成28年5月までにデジタル化整備
が必要であり、大規模災害など消防
の広域的な活動ができる体制整備を
図るため、10消防本部に対して共通
波整備にかかる補助を行った。

1

　消防救急無線のデジタル化につい
ては、平成28年5月末日までに整備し
なければならない。
　平成26年度で補助金による支援は
終了する予定だが、引き続き円滑に
デジタル化移行するため助言等を行
う。

1
　平成26年度までの補助事業であり、
終了。

旅館ホテル耐震診断補助
新
規

健康福祉部 衛生食品課

　耐震診断義務化対象となる県内の旅
館ホテルに対して、国の制度に即した耐
震診断費上限額の１／６の額を補助す
る。

耐震診断実施率 - - 100.0% 100.0% - 41,206 －

１　消防力の充実強化　小計 301,206

２　防災対策事業の推進　

(1)災害に強い県土の整備推進

災害に強い道路整備 県土整備部
監理課､道
路整備課、
都市計画課

　北関東自動車道全線開通による観光、
産業振興への効果を最大限に生かすた
め、高速道路へのアクセス道路となる「7
つの交通軸」を重点的に整備する。
・東毛広域幹線道路（国道354号）
・上信自動車道（国道145、353号）
・国道120号椎坂バイパス
・西毛広域幹線道路
・主要地方道大間々世良田線　　ほか

①災害に強い道路供用開始
予定年度（供用箇所数）
＜はばたけ群馬プラン・道路
事業のみ＞

②区画整理事業完成路線

①災害に強い道路供用開始予
定年度（供用箇所数）
Ｈ22 ：0箇所
Ｈ23 ：2箇所
Ｈ24 ：5箇所
Ｈ25 ：6箇所
②区画整理事業完成路線
Ｈ21 ：0路線
Ｈ22 ：1路線
Ｈ23 ：2路線
Ｈ24 ：2路線
Ｈ25 ：2路線

①　6箇所

②　3路線

①　1箇所

②　3路線

①　15箇所
      （累計）

②　4路線

22,299,357 22,609,331 26,366,683

①　供用箇所数　６箇所
②　西毛広域幹線道路他1路線で用
地買収及び改築工事を実施した。
　広幹道負担金として市が整備する西
毛広幹道で実施。

4

災害に強い道路供用開始箇所及び区
画整理事業完成路線の整備目標につ
いては、国道３５３号金井バイパスを
除き、概ね順調に進捗している。国道
３５３号金井バイパスについては、金
井東裏遺跡の埋蔵文化財調査におい
て甲着装人骨等が発掘されたことに
伴い現地保存による計画変更を行う
ことから、平成３０年度供用となる見
込みである。最終目標値である「災害
に強い道路供用開始箇所：15箇所、
区画整理事業完成路線：4路線」を早
期に達成できるよう継続して事業を実
施する必要がある。

4

・防災対策という観点からも、道路整
備を計画的に行う必要があるため継
続。十分な整備効果が発揮できるよ
う、防災担当部局とも連携を図りなが
ら事業推進に努める必要がある。

治水対策 県土整備部 河川課

　河道の拡幅や堤防強化、調節池の整
備などの河川施設整備のほか、長寿命
化計画に基づく効率的な施設の保全な
ど適正な維持管理を図る。

洪水による氾濫から守られ
る区域の割合

Ｈ22 ：32.9％
Ｈ23 ：33.4％
Ｈ24 ：33.7％
Ｈ25 ：34.0％

34.0％ 34.3％ 34.4％ 4,015,617 4,936,911 5,454,553

　河積狭小などにより集中豪雨の際
に氾濫被害が発生する粕沢川、韮川
などで河川改修を進め、0.3ポイント改
修率が向上した。
　また、排水機場のポンプ施設点検な
ど、増加する社会資本に対し効率的
な維持管理を実施した。

4

　河川改修率は、「34.0%」とH25年度
目標値を達成しており、その成果は順
調に推移している。
　さらに最終目標値である「34.4%」を
達成できるよう継続して事業を実施す
る必要がある。

4
・治水対策は県民の安全・安心を守る
ためには必要不可欠な事業であるた
め継続。

決算額

Ｈ２５事業結果

事業の評価と改善の方向性（Ｈ27年度予算への対応）

部局評価 財政課評価

Ｈ25
決算

（千円） ※評価区分の凡例
　　1 ．廃止・休止・終了　2．縮小・一部廃止・統合　3．拡充　4．継続

予算額

Ｈ26
当初

（千円）

新
規
／
再
掲

担当部局 担当課 個別事業概要

目標・指標

成果(結果)を示す項目

目標値

９　災害に強い県土を築くプロジェクト

政策目標の概要（Ａ）

　平成２３年３月に発生した東日本大震災は、従来言われてきた規模をはるかに超え、原子力発電所の事故も続き、未曾有の大災害となった。こうした大規模な災害が発生したとき、県民の生命や生活の安全を最優先に確保することが県政の最重要課題であり、そのためには、県として最善の努力
をした中で、「想像を超える災害」「想定外」という言葉を使わないよう、大規模な災害への備えを十分に行い、市町村と連携しながら、災害に強い県土をしっかりと築いていく必要がある。
　このため、消防体制を強化し消防力の充実・強化に努めるほか、災害時の被害を最小限にとどめるためのハード・ソフト両面の対策の推進、災害時の孤立地区解消対策の推進など、災害に強い県土の整備に取り組む。

■　多くの県民が利用する公共施設の耐震補強や洪水に強い河川の整備を図るとともに、災害発生時に避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範囲な応急対策活動を広域的に実施するため
の緊急輸送道路等の整備を推進します。

Ｈ25
当初

（千円）

主
な
取
組

（
Ｂ

）

施
策

（
Ｃ

）

事
業

（
Ｄ

）

個別事業（Ｅ）

個別事業名
（予算上の事業または事項）

平成２６年度新規事業のため、事業評価対象外
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実績値
（過去４年間）

評価
区分 評価の考え方

評価
区分 評価の考え方

Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

Ｈ25
（前年度）

H26
（当年度）

Ｈ27
（総合計画

終期）

決算額

Ｈ２５事業結果

事業の評価と改善の方向性（Ｈ27年度予算への対応）

部局評価 財政課評価

Ｈ25
決算

（千円） ※評価区分の凡例
　　1 ．廃止・休止・終了　2．縮小・一部廃止・統合　3．拡充　4．継続

予算額

Ｈ26
当初

（千円）

新
規
／
再
掲

担当部局 担当課 個別事業概要

目標・指標

成果(結果)を示す項目

目標値
Ｈ25
当初

（千円）

主
な
取
組

（
Ｂ

）

施
策

（
Ｃ

）

事
業

（
Ｄ

）

個別事業（Ｅ）

個別事業名
（予算上の事業または事項）

(2)被害を軽減するハード対策

■緊急輸送道路をはじめ、重要な路線上の橋梁の耐震対策を強化するとともに、橋梁やトンネル、下水道施設、学校、住宅などの長寿命化や耐震化を推進します。

橋りょう点検・橋りょう補修 県土整備部 道路整備課

　「群馬県橋梁長寿命化計画」に基づく
定期的な点検と計画的で予防保全的な
修繕の実施により、橋りょうの長寿命化
を図ることで効率的な維持管理を進める
とともに、道路ネットワークの安全性を確
保する。

①緊急輸送路内橋梁の耐震
化率

②長寿命化計画に基づく予
算の平準化

①緊急輸送路内橋梁の耐震
化率
Ｈ22 ：100％
Ｈ23 ：100％
Ｈ24 ：100％
Ｈ25 ：100％
②長寿命化計画に基づく予算
の平準化
Ｈ22 ：2,147百万円
Ｈ23 ：2,194百万円
Ｈ24 ：4,130百万円
Ｈ25 ：3,155百万円

①　100％

②　1,500百万
円

①　100％

②　1,500百万
円

①　100％

②　1,500百万
円

1,100,000 1,583,522 3,212,238 　H25年度補修実施橋梁　286橋 4

橋梁の長寿命化を図り、コスト縮減に
繋げるため、「群馬県橋梁長寿命化
計画」に基づき、損傷箇所の補修を継
続的に実施する必要がある。

4
・現状施設について、予防的補修によ
る長寿命化を図る必要があるため継
続。

トンネル修繕 県土整備部 道路管理課
　通過車両の安全を確保するため、損傷
が進み剥落等の危険性があるトンネル
の修繕を実施する。

緊急支援ルートの応急対策
が必要なトンネル対策数

Ｈ22 ： 2箇所
Ｈ23 ： 3箇所
Ｈ24 ：10箇所
Ｈ25 ：11箇所

11箇所 15箇所 15箇所 250,000 244,000 362,993

　中央自動車道笹子ﾄﾝﾈﾙ事故を受け
て、ﾄﾝﾈﾙ緊急点検を実施し、危険性
のあるトンネルの補修工事を実施し
た。
・(国)462号神坂トンネル外8トンネルを
補修。

4

・県が管理しているトンネルの多くは
建設から年数が経過しており、通過車
両の安全を図るためには、今後も継
続して実施する必要がある。
　整備目標については概ね順調だ
が、今後も継続して整備を進める必要
がある。

4
・トンネル通過車両の安全を図るた
め、計画的な修繕を行う必要があり、
継続。

下水道施設長寿命化 県土整備部 下水環境課
　下水道施設の健全度に関する点検・調
査結果に基づき耐震対策及び個別施設
の長寿命化対策を含めた改築を行う。

改築が必要な下水道施設の
対策数

Ｈ22 ：-箇所
Ｈ23 ：1箇所
Ｈ24 ：7箇所
Ｈ25 ：11箇所

6箇所 16箇所 18箇所 3,356,740
2,717,320

1,411,354

　奥利根、県央、西邑楽、桐生、新
田、佐波の各処理区で長寿命化対策
及び耐震対策を実施。奥利根処理区
の月夜野ﾎﾟﾝﾌﾟ場の耐震対策ほか3箇
所の下水道施設の改築が終了。
　奥利根処理区 247,902千円
　県央処理区　　531,461千円
　西邑楽処理区   77,595千円
　桐生処理区　　534,612千円
  新田処理区         5,840千円
  佐波処理区　　　13,944千円

4

・改築が必要な下水道施設の対策数
について、「11箇所」とＨ25年度の目
標値を上回っており、その成果は順調
に推移している。
　さらに最終目標値である「18箇所」を
達成できるよう継続して事業を実施す
る必要がある。

4
・下水道事業を維持していくため、施
設の耐震対策及び長寿命化を図る必
要があり継続。

木造住宅耐震改修支援事業 県土整備部 建築住宅課
　木造住宅の耐震改修普及促進体制の
強化を目的として、市町村が実施する耐
震改修補助事業への支援を実施する。

木造住宅耐震改修補助制度
を実施する市町村数

Ｈ25:19市町村
Ｈ26:21市町村

35市町村 35市町村 35市町村 33,000 31,000 5,100

　市町村の補助制度の創設拡大と既
実施制度の活用促進を図るために、
市町村との連携や広報・啓発活動の
協働を図ったが、支援事業の活用戸
数は予算戸数を大きく下回った。木造
住宅耐震改修補助制度の創設は２町
村が新規に実現することとなった。

4

　平成27年度までに木造住宅の耐震
化を促進して減災を推進すべく開始し
た時限制度であり、引き続き制度の活
用促進と補助制度未実施町村への働
きかけを行い、木造住宅耐震改修促
進体制の強化に努めていく。

4
H27までの時限事業。過去2年間の実
績を検証した上で、最終年度はより効
果的に制度を実施する必要がある。

社会資本総合整備（県営住宅長寿
命化）

県土整備部 建築住宅課
　群馬県営住宅長寿命化計画（Ｈ22 年３
月）に基づき住戸改善を実施し、既存県
営住宅の長寿命化をはかる。

県営住宅の改善の戸数

Ｈ22 ：改善57戸
Ｈ23 ：改善39戸
Ｈ24 ：改善33戸
H25 ：改善72戸

改善51戸 改善81戸 改善411戸 255,822 137,461 633,940
　長寿命化改善を実施することで、県
営住宅の長寿命化を図った。

4
　予防保全的な維持管理及び耐久性
の向上を図る改善は県営住宅の長寿
命化のために必要である。

4
　長寿命化による更新コスト削減につ
いては引き続き取り組む必要があり継
続。

地域防災拠点校耐震化推進 教育委員会 管理課

　生徒の安全のみならず、災害時の地
域住民の避難場所としても活用される県
立学校施設で、現在の耐震基準に適合
していない施設について、Ｈ27年度末ま
でに耐震化を完了するため、計画的に
耐震改修工事を実施する。

県立学校耐震化率（年度末）

Ｈ22：90.1％
Ｈ23：90.9％
Ｈ24：93.6％
H25：95.6％

95.6% 97.7% 100% 34,912 111,553 1,486,663

　沼田女子高等学校管理教室棟など
19棟の耐震改修工事設計業務委託を
実施した。
　高崎工業高等学校理科工化棟など
19棟の耐震改修工事を実施した。

4

　地域防災拠点校における対象施設
のうち、耐震性の低いものについて、
H27年度末までに耐震改修工事を実
施することは必要不可欠である。

4

　生徒の安全のほか、災害時の地域
住民の避難場所であり、計画的な耐
震改修を実施する必要があるため、
継続。

県立学校施設長寿命化推進 教育委員会 管理課

　昭和50年代に児童・生徒の急増に伴
い同時期に建設された県立学校施設が
一斉に改修時期を迎えている。経年劣
化が著しい県立学校施設の計画的な維
持修繕工事を実施し、施設の長寿命化
を推進することで児童・生徒の教育環境
の質的向上を計る。（計画策定に係る調
査等を実施）

長寿命化計画を策定し、そ
れに基づき維持保全工事を
実施する。

-
緊急を要する
維持保全工事
の実施

長寿命化計画
を策定するた
めに必要な調
査を実施

長寿命化計画
に基づく計画
的な維持保全
工事の実施

20,000 215,344

　長寿命化計画策定に要する調査を
実施。
（全79校のうち40校を実施）
給水・消火配管の維持保全工事の実
施。
（尾瀬、沼女）
トイレ改修による維持保全工事の実
施。
（全8校　高女他）

4

　長寿命化による既存県立学校施設
の活用を実現するため、計画的な保
全措置を推進する。施設の老朽化は
深刻であり、劣化度調査の結果に基
づき、優先度が高い施設の保全にか
かる設計に着手する必要がある。

4
　学校施設を長寿命化するため、計画
的に維持修繕工事を実施する必要が
あるため、継続。

県立学校施設再生改修
新
規

教育委員会 管理課

　昭和50年代に児童・生徒の急増に伴
い同時期に建設された県立学校施設が
一斉に改修時期を迎えている。計画的な
維持修繕とは別に、長寿命化に必要とな
る緊急を要する工事を実施する。

緊急を要する維持保全工事
を実施する。

-
緊急を要する
維持保全工事
の実施

緊急を要する
維持保全工事
の実施

200,000

警察施設耐震補強整備 警察本部 警察本部
　災害発生時の活動拠点となる警察署
等の耐震化整備を行う。

耐震化整備 -
耐震診断・設
計

耐震設計、工
事

5,900 120,257
　高崎警察署について、耐震補強工
事を実施

4

　耐震診断未実施の施設について診
断を実施し、その結果に基づき、計画
的に補強整備等を図っていく必要が
ある。

4

　警察活動の基盤施設であるととも
に、災害時の拠点施設にもなり得る施
設であることから、計画的な耐震補強
整備を実施していく必要があるため、
継続。

223,000

平成２６年度新規事業のため、事業評価対象外
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実績値
（過去４年間）

評価
区分 評価の考え方

評価
区分 評価の考え方

Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

Ｈ25
（前年度）

H26
（当年度）

Ｈ27
（総合計画

終期）

決算額

Ｈ２５事業結果

事業の評価と改善の方向性（Ｈ27年度予算への対応）

部局評価 財政課評価

Ｈ25
決算

（千円） ※評価区分の凡例
　　1 ．廃止・休止・終了　2．縮小・一部廃止・統合　3．拡充　4．継続

予算額

Ｈ26
当初

（千円）

新
規
／
再
掲

担当部局 担当課 個別事業概要

目標・指標

成果(結果)を示す項目

目標値
Ｈ25
当初

（千円）

主
な
取
組

（
Ｂ

）

施
策

（
Ｃ

）

事
業

（
Ｄ

）

個別事業（Ｅ）

個別事業名
（予算上の事業または事項）

被災対策整備
再
掲

警察本部 警察本部
　大規模災害の発生に備え、活動拠点と
なる警察施設や装備品を整備する。

警察施設、装備品の整備 - 整備の推進 整備の推進 整備の推進 154,749 58,874 113,519

　装備資機材及び備蓄食糧等の整備
拡充を図った。
　高崎警察署について、非常用発電
機の増設を実施した。

4

　災害時に警察機能を維持するため、
整備計画に基づいた非常用発電機の
整備について、継続的に整備していく
必要がある。

4
　災害発生時に万全の対応ができる
よう、計画的に施設、装備品の整備を
進めていく必要があるため、継続。

■　台風や近年増加している局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）に備え、河道の拡幅や堤防強化、調節池の整備等による治水対策や土砂災害対策を推進します。

治水対策
再
掲

県土整備部 河川課

　河道の拡幅や堤防強化、調節池の整
備などの河川施設整備のほか、長寿命
化計画に基づく効率的な施設の保全な
ど適正な維持管理を図る。

洪水による氾濫から守られ
る区域の割合

Ｈ22 ：32.9％
Ｈ23 ：33.4％
Ｈ24 ：33.7％
Ｈ25 ：34.0％

34.0％ 34.3％ 34.4％ 4,015,617 4,936,911 5,454,553

　河積狭小などにより集中豪雨の際
に氾濫被害が発生する粕沢川、韮川
などで河川改修を進め、0.3ポイント改
修率が向上した。
　また、排水機場のポンプ施設点検な
ど、増加する社会資本に対し効率的
な維持管理を実施した。

4

　河川改修率は、「34.0%」とH25年度
目標値を達成しており、その成果は順
調に推移している。
　さらに最終目標値である「34.4%」を
達成できるよう継続して事業を実施す
る必要がある。

4
・治水対策は。県民の安全・安心を守
るため必要不可欠な事業であり継続。

ため池緊急保全対策 農政部 農村整備課

　地震や豪雨等の自然災害に対し脆弱
で、危険性が高い小規模なため池につ
いて、緊急的に整備を実施し、下流地域
の防災・減災を図る。

改修に着手したため池数
（箇所）

H22： －
H23： －
H24：2箇所
H25：3箇所

2箇所 2箇所 10箇所 68,000 79413 37,251 　3箇所で着手。 4

　自然災害に対して危険性が高い小
規模なため池についても、保全対策
は必要である。また、地域からも改修
要望があげられている。

4

　自然災害に対して脆弱なため池に
ついて、緊急性等の観点から優先順
位を付けて保全対策を実施することと
し、継続。

農村地域防災減災 農政部 農村整備課

　地震や豪雨等の自然災害に対して脆
弱なため池を改修し、下流域における農
地や宅地、公共施設等への被害を未然
に防止する。
　地域開発等により雨水流入量が増加
することで水路から溢水し、周辺の農地
や宅地等に湛水被害が発生している地
域に対して、水路改修等の対策を講じ、
被害の軽減を図る。
　人体に有害な石綿等を使用した農業
用管水路の撤去及び安全な材料による
布設替えを実施し、農村地域の防災安
全度の向上及び地域環境の保全を図
る。

①湛水防止累計面積（ha）
②用水安定供給累計面積
（ha）

①湛水防止累計面積（ha）
　H22：160ha
　H23：200ha
　H24：390ha
　H25：648ha

②用水安定供給累計面積
（ha）
　H22：2ha
　H23：27ha
　H24：81ha
　H25：219ha

①550ha

②105ha

①550ha

②105ha

①680ｈａ

②308ｈａ
734,600 407230 1,111,825

　湛水防止面積（ha）　648ha
　用水安定供給面積（ha）　219ha

4

　ため池等の施設の安全対策を実施
し、災害の未然防止を図ること及び地
域開発により雨水の流入量が増加す
ることで豪雨時に水路が溢水し、周辺
農地や宅地等への浸水被害が発生し
ている地域に対し、水路改修等の対
策を講じることで被害の軽減を図る事
業は必要であり、今後も継続して取り
組む必要がある。
　老朽化した石綿等が使用されている
管路を撤去し、石綿を有していない管
製品に代替えすることで、石綿の飛散
防止による農業者等の健康保持及び
農業生産の安定が図られるため、今
後も継続して取り組む必要がある。

4

　防災対策として、排水路整備やため
池の改修は必要であり、継続。また、
人体に有害な石綿管を使用した農業
用管水路の撤去と代替品の敷設も計
画的に行う必要があるため継続。

震災対策農業水利施設整備 農政部 農村整備課

　農業水利施設が地震によって損壊する
ことにより、農用地、農業用施設はもとよ
り、地域住民の生命、財産、公共施設に
も甚大な被害が発生するおそれがある
ため、農業水利施設の耐震性を点検・調
査するとともに、必要な耐震性を有して
いない農業水利施設の整備を実施する
ことにより災害の未然防止を図る。

耐震化の検証の実施地区数

H22： －
H23： －
H24：3箇所
H25：2箇所

4箇所

4箇所

※今後の実施
地区数につい
ては、整備の
必要箇所数を
調査の上決
定。

- 17,200 41500 146,402 　大規模ため池調査　2箇所 4

　地震により農業水利施設が損壊し
た場合には、地域住民の生命、財産、
公共施設に甚大な被害が生じる恐れ
がある施設の耐震性調査・整備は必
要である。

4
　地震による損壊を未然に防止するた
め、農業用ダム等の点検・調査を計画
的に実施する必要があるため継続。

地すべり対策 農政部 農村整備課

　地すべり防止区域（地すべりが発生又
はそのおそれが極めて大きい区域等）に
おいて地すべりを防止することにより、農
地や農業施設を守るとともに、県土保全
と安全な農村環境を図る。

効果の発現（完了地区）数

H22： －
H23： －
H24： －
H25： －

- １地区
-

(H30完了予定)
30,000 20000 36,140 　地すべり対策事業（完了地区数）　0地区 4

　地すべり防止法第3条により指定さ
れた地すべり防止区域における対策
工事については、地すべりの崩壊を
防止し、国土保全と民生安定のため
に継続して支援する必要がある。

4

　地すべり防止のための対策工事の
実施により、対象地域の住民の安全・
安心を確保する必要があるため継
続。

道路冠水対策 県土整備部 道路管理課
　ゲリラ豪雨などにより多発する道路冠
水などに対し、集水口、側溝などの改修
を行い、冠水被害の軽減を図る。

道路冠水対策箇所数

Ｈ22 ：19箇所
Ｈ23 ：21箇所
Ｈ24 ：26箇所
Ｈ25 ：32箇所

32箇所 38箇所 45箇所 120,000 104,400 385,000

　安全で快適な道路空間を確保する
ため、道路冠水対策を実施した。
・(一)香林羽黒線外5路線の排水施設
を整備。

4

・近年多発しているゲリラ豪雨に対し
ても冠水被害を軽減させる必要があ
るため、今後も継続して実施する必要
がある。
　整備目標については概ね順調だ
が、今後も継続して整備を進める必要
がある。

4
・県民の安心安全のため、計画的に
災害対策を推進する必要があり継
続。

土砂災害対策（ハード） 県土整備部 砂防課

　人命を守るための施設整備を推進する
とともに、適切な維持管理の実施によ
り、土石流・がけ崩れ・地すべりによる土
砂災害を防止する。

土砂災害危険箇所の整備率
を32.3％から33.3％へ向上

Ｈ21 ：31.7％
Ｈ22 ：32.0％
Ｈ23 ：32.3％
Ｈ24 ：32.8％
Ｈ25 ：33.0％

32.8％ 33.1％ 33.3％ 2,814,836 3,736,032 3,316,700

○砂防／西の沢（みなかみ町）ほか３
２箇所で実施し、室ノ沢（高崎市）ほか
４箇所が完成。
○地すべり対策／坂本地区（神流町）
ほか１箇所で実施。
○急傾斜地崩壊対策／小河原東地
区（富岡市）ほか１６箇所で実施し、小
春地区（上野村）ほか３箇所が完成。
○雪崩対策／上ノ原地区（みなかみ
町）が完成。
○単独砂防施設／上記の他、土石流
危険渓流における渓流保全工等、急
傾斜地崩壊危険区域における擁壁工
等の対策を実施し、土砂災害の防止
に努めた。
○維持管理／区域指定地の適正管
理のための除草、伐木、区域標柱･標
識や転落防止柵等の付帯施設の補
修を行った。また、既存施設を有効利
用するため、砂防堰堤等の堆積土除
去、地すべり防止施設の修繕を行い
土砂災害防止機能の回復を行った。

4

・土砂災害危険箇所整備率について
「３２．８％」とH２５年度目標を達成し
ており、その成果は順調に推移してい
る。
　さらに最終目標である「３３．３％」を
達成できるよう継続して事業を実施す
る必要がある。

4
・県民の安心安全のため、土砂災害
に備えた計画的な施設整備や管理が
必要であり継続。



【「はばたけ群馬プラン」重点プロジェクト推進シート】　＜PJ9＞4

実績値
（過去４年間）

評価
区分 評価の考え方

評価
区分 評価の考え方

Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

Ｈ25
（前年度）

H26
（当年度）

Ｈ27
（総合計画

終期）

決算額

Ｈ２５事業結果

事業の評価と改善の方向性（Ｈ27年度予算への対応）

部局評価 財政課評価

Ｈ25
決算

（千円） ※評価区分の凡例
　　1 ．廃止・休止・終了　2．縮小・一部廃止・統合　3．拡充　4．継続

予算額

Ｈ26
当初

（千円）

新
規
／
再
掲

担当部局 担当課 個別事業概要

目標・指標

成果(結果)を示す項目

目標値
Ｈ25
当初

（千円）

主
な
取
組

（
Ｂ

）

施
策

（
Ｃ

）

事
業

（
Ｄ

）

個別事業（Ｅ）

個別事業名
（予算上の事業または事項）

■　浅間山や草津白根山などの噴火に備えるとともに、噴火後の火山泥流や土石流対策を国と連携を図りながら進めます。

浅間山直轄火山砂防事業負担金 県土整備部 監理課
　火山噴火に伴い発生が想定される土
砂災害の被害をできる限り軽減（減災）
するために実施する。

中規模噴火に伴う土砂流出
により被害が想定される人
家、事業所、田畑、重要交通
網（国道18号）等の保全

-

平常時対策と
して優先度の
高い砂防堰堤
の設計

平常時対策と
して優先度の
高い砂防堰堤
の設計

砂防堰堤の工
事着手

117,000 117,000 235,640

○環境調査／８渓流で実施。
○砂防堰堤設計／片蓋川、濁沢、地
蔵川、赤川で実施。
○コンクリートブロック製作  一式

4
今後とも目標に向け継続して事業を
実施する必要がある。

4

・火山災害に備えた計画的な対策の
ための負担金であり継続。負担金の
基となる事業の内容について、支払の
際に精査する必要がある。

■　森林の持つ水源かん養機能や土砂災害防止機能を発揮させるため、森林の整備や治山施設の整備を推進します。

治山事業 環境森林部 森林保全課
　森林の持つ水源かん養機能や土砂災
害防止機能を発揮させるための森林の
整備や治山施設の整備を推進する。

①治山事業施工面積
②民有林治山事業による森
林整備面積

①治山事業施工面積
　　Ｈ22：68.1ha
　　Ｈ23：72.9ha
　　Ｈ24：75.5ha
　　Ｈ25: 116.4ha
②森林整備面積
　　Ｈ22：773.4ha
　　Ｈ23：534.0ha
　　Ｈ24：629.0ha
　　Ｈ25: 362.0ha

①治山事業施
工面積
　　70.0ha
②森林整備面
積
　　500.0ha

①治山事業施
工面積
　　70.0ha
②森林整備面
積
　　500.0ha

H23～27累計
①治山事業施
工面積
　　360.0ha
②森林整備面
積
　　2,510.0ha

5,561,914 5,675,068 6,991,669

　 山腹崩壊地、荒廃渓流等に治山施
設を設置し、保安林機能強化のため
に森林整備を実施したことにより、山
地災害危険箇所の生活環境の保全
が図られた。
　 補助公共治山事業　153箇所
　 県単独治山事業　 　138箇所

4

   本事業は、山腹崩壊地、荒廃渓流
等の整備・復旧工事や保安林機能強
化のための森林整備であり、県民の
安全安心を確保する上で必要不可欠
である。

4

　県民の安心・安全を確保するための
事業であり、継続。
　事業箇所の選定にあたっては、必要
性、緊急性、事業効果等を十分検討
すること。

ぐんま緑の県民基金事業
（森林ボランティア支援、森林環境
教育指導者養成を除く）

新
規

環境森林部
税務課、林
政課、林業

試験場

　ぐんま緑の県民税を導入し、奥山等立
地条件が悪く、適正な管理ができず、公
益的機能を維持・発揮できない森林を整
備

ぐんま緑の県民基金事業に
よる森林整備面積

420ha 750ha － 616,132 -

森林整備 環境森林部
林政課､森
林保全課､
緑化推進課

　森林の有する多面的な機能の保全を
図るため、造林や間伐などの森林施業
の実施を支援する。

森林整備面積
Ｈ22 　6,157ha
Ｈ23 　5,607ha
Ｈ24　 4,524ha
Ｈ25　 3,652ha

7,000ha 7,000ha 7000ha 1,094,730 1,229,443 978,535

　平成25年度は、3,652haの植栽、下
刈、間伐等の作業の支援を行い、森
林の公益的機能の発揮及び森林生
産力の増進を図ることができた。
（事業別実績）
・補助公共造林 … 1,171ha
・単独森林整備 … 191ha
・森林活性化対策 … 42ha
・間伐促進強化対策 … 385ｈａ
・加速化間伐 … 504ha
・補助公共治山 … 446ha
・保安林リフレッシュ … 218ha
・水源宝くじ … 35ha
・その他 … 660ha

4

　森林生産力の増進及び、森林の公
益的機能の発揮を図るため、今後も
森林整備を推進する必要がある。な
お、目標面積に対し実績面積が減少
した原因は、労力と時間を必要とする
搬出を伴う間伐が増加し、切り捨ての
間伐の面積が減少したことによるも
の。

4

　森林のもつ多面的な機能の維持・発
揮のために、継続。
　事業箇所の選定にあたっては、必要
性、緊急性、事業効果等を十分検討
すること。

■　水道事業者である市町村と連携し、水道における石綿セメント管の更新を促進します。

石綿セメント管の更新 健康福祉部 衛生食品課

　全市町村に石綿セメント管路更新計画
を策定させ、実施状況の定期報告を求
めることにより、更新状況について指導
等を行う。

石綿セメント管布設率

Ｈ22 ： 4.2％
Ｈ23 ： 3.7％
Ｈ24 ： 3.5％
Ｈ25 ： 確定値は、Ｈ27.10発表
※厚生労働省調査

3.0% 2.7% 2.4% 部局予算対応 部局予算対応 -

　県内全市町村が策定している「石綿
セメント管更新計画」に基づき更新を
実施しているが、その中で更新の遅
れている市町村については、個別協
議を行うことで、着実な更新を促進す
ることができた。

4

　県全体では、石綿セメント管の布設
率は順調に減少しており、着実に促
進が図れているが、市町村ごとの更
新状況には差があることから、今後も
更新促進について指導をしていく必要
がある。

4
　市町村における石綿セメント管の更
新を促進するため、継続。

(3)被害を軽減するソフト対策

■　県民に危険箇所の情報を提供するため、土砂災害警戒区域の指定や浸水想定区域図の策定を推進します。

土砂災害対策（ソフト） 県土整備部 砂防課
　土砂災害警戒区域の指定や災害図上
訓練等により、土砂災害への備えを充実
させる。

①県内全箇所の土砂災害警
戒区域の指定を完了

②災害図上訓練の実施市町
村数（累計)

①
Ｈ22 ：3,776箇所
Ｈ23 ：4,689箇所
Ｈ24 ：6,716箇所
Ｈ25 ：8,203箇所

②
Ｈ22：10市町村
Ｈ23：12市町村
Ｈ24：15市町村
Ｈ25：18市町村

①7,635箇所
②18市町村

①7,635箇所
②24市町村

①7,635箇所
②27市町村

48,196 104,574 47,116

○土砂災害警戒区域等の指定を行う
ための基礎調査を実施するとともに、
調査結果等を周知するための住民説
明会を開催し、安中市、高崎市、中之
条町等において、区域指定を行った。
○適切な土砂災害警戒情報の発信を
行うため、土砂災害警戒情報システ
ムや雨量観測局の保守管理を行っ
た。
○市町村が行う警戒避難体制整備に
資する様、太田市、南牧村で災害図
上訓練を行った。

4

○「土砂災害警戒区域等」について
は、土砂災害防止法では、概ね５年
毎に基礎調査を行うことが明記されて
いるため、引き続き必要な調査を実施
する。
○避難判断に資する土砂災害警戒情
報を発信するため、警戒情報システ
ムや雨量観測局の必要な保守管理を
引き続き行う。
○災害図上訓練については、「県土
整備プラン」の指標の一つとして掲げ
ており、未実施の市町村において継
続して実施する必要がある。

4

・土砂災害警戒区域の指定を行うた
めの基礎調査や、土砂災害警戒情報
システムや雨量観測局の保守管理な
どの計画的な対策を行うための経費
であり継続。

■　高齢者や障害のある人が安心して暮らせるよう、社会福祉施設の立入検査を含めた防災指導等により、安全性の向上を図ります。

建築物違反対策及び建築物防災
対策

再
掲

県土整備部 建築住宅課

　建築基準法違反建築物への是正指導
等の実施及び社会福祉施設やホテル・
旅館などの特殊建築物の防災対策に係
る定期報告提出の指導等を行う。

社会福祉施設の立入調査件
数及び特殊建築物の戸別訪
問指導件数

H22 ：304件
H23 ：257件
H24 ：432件
H25 ：179件

240件 170件 1,750件 1,579 1374 995
２５２件（ホテル・旅館等１７６件、福祉
施設等７６件）の防災査察を行った。

4

全国的に多発する火災事故等を受
け、観光客や多くの県民が利用する
建築物への防災査察を継続し、安全・
安心の確保に努めている。また、査察
結果を踏まえ、防火・避難等に対する
違反是正が未完である建築物等への
フォローアップを引き続き推進する必
要がある。

4
　引き続き、指導に万全を期し、県民
の安全・安心を確保していく必要があ
るため継続。

平成２６年度新規事業のため、事業評価対象外
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実績値
（過去４年間）

評価
区分 評価の考え方

評価
区分 評価の考え方

Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25

Ｈ25
（前年度）

H26
（当年度）

Ｈ27
（総合計画

終期）

決算額

Ｈ２５事業結果

事業の評価と改善の方向性（Ｈ27年度予算への対応）

部局評価 財政課評価

Ｈ25
決算

（千円） ※評価区分の凡例
　　1 ．廃止・休止・終了　2．縮小・一部廃止・統合　3．拡充　4．継続

予算額

Ｈ26
当初

（千円）

新
規
／
再
掲

担当部局 担当課 個別事業概要

目標・指標

成果(結果)を示す項目

目標値
Ｈ25
当初

（千円）

主
な
取
組

（
Ｂ

）

施
策

（
Ｃ

）

事
業

（
Ｄ

）

個別事業（Ｅ）

個別事業名
（予算上の事業または事項）

宅地関連補助事業 県土整備部 建築住宅課
　大規模盛土造成宅地の地震時におけ
る安全性の検証をするため、変動予測
調査を行う等の事業を行う。

調査対象となる大規模盛土
造成地（全12区域）の変動
予測調査実施箇所数

H22 ：2区域
H23 ：1区域
H24 ：1区域
H25 ：1区域

１区域実施
（実施区域累
計5区域）

１区域実施
(累計5区域)

1区域実施
（累計5区域）

6,349 6,949 5,995 　1区域実施（実施区域累計5区域） 4

　大規模盛土造成宅地における滑動
崩落などによる崖崩れ又は土砂の流
出による災害の予防対策を進めるた
め事業継続の必要性有り。

4
　大規模盛土造成宅地の安全性を確
保していく必要があるため継続。

耐震改修促進普及事業 県土整備部 建築住宅課

　耐震改修普及を目的として、一般県民
を対象とした耐震改修についての講演
会及び建築技術者を対象とした木造住
宅耐震診断・耐震改修技術者養成講習
会をそれぞれ開催する。

住宅耐震化：講習会の受講
者数

Ｈ22 ：講演会154名
　　　　講習会123名
Ｈ23 ：講習会282名
Ｈ24 ：講習会195名
H25 ：講習会　26名
　　　　講演会103名

300名 300名 延べ1,500名 1,127 1182 664

　設計者向け木造住宅の耐震診断と
補強方法講習会及び県民向け耐震に
関する知識の普及を目的とした講演
会を開催した。

4

　受講者数は目標を達成できなかっ
たが、依然として設計者からの開催の
問い合わせは多い。県民向け普及啓
発として出前何でも講座（H25は3回開
催）のほか、防災啓発の著名人を招
いて講演会を開催し、いずれも好評で
あった。専門家の養成と啓発を引き続
き継続する必要がある。

4
　大地震発生時の被害を軽減できる
よう、木造住宅等の耐震化を進めてい
く必要があるため継続。

■　被災情報や避難者の情報等、迅速な災害情報の提供に向け、既存公共施設を活用した情報ネットワークを整備します。

水位・雨量等の情報提供 県土整備部 河川課
　水位･雨量や、洪水予報等の情報提供
を実施し、水防活動の準備･出動の判断
や、県民の避難判断に資する。

洪水予報の河川数

（洪水予報河川の総数）
Ｈ22：－
Ｈ23：－
Ｈ24：1河川
Ｈ25：1河川

2河川 2河川 ３河川 92,104 172,733 50,276

　水位雨量情報提供のため、システム
の保守管理を実施した。
　また、広瀬川、烏川において洪水予
報に必要な降雨時の河川流量観測を
実施した。

4
　洪水予報の河川数について、最終
目標値「3河川」を達成できるよう、継
続的に事業を行う必要がある。

4
・洪水に備えるため、今後も継続して
事業を実施する必要がある。

■　迅速な初動体制と早期の災害復旧に向け、担当職員の防災教育や公共施設の情報管理システムを強化します。

遠隔地バックアップシステム 企画部 情報政策課

　県の業務で利用する情報システムに保
存されているデータをオンラインで遠隔
地にバックアップするための体制を整備
し、システムが被災したときでも業務を継
続できるようにする。

重要システムの停止期間
H25:平成26年2月から稼働（被
災がないため、重要システム
復旧実績なし。）

最大でも7日間
とする

最大でも7日間
とする

最大でも7日間
とする

3800 3707 3,794

　平成26年2月からシステムを稼働
し、対象とする重要システムのバック
アップデータの遠隔地への保存を開
始した。

4

　重要システムが被災した際に、速や
かにシステムを復旧し、業務を継続で
きるようにするため、本システムを継
続して保守し、安定的に運用する必要
がある。

4
　災害時に、支障なく安定して運用で
きるよう保守する必要があるため、継
続。

(4)災害時の孤立地区解消対策

■　災害発生時に地域の孤立を防止するため、斜面崩壊対策や土砂災害の防止対策などを行います。

道路防災対策 県土整備部
道路管理
課､道路整

備課

　災害時に地域の防災拠点となる旧市
町村役場等までの緊急支援ルートの防
災対策を行うとともに、土砂崩落などに
よって道路が寸断され、長期に集落が孤
立しないよう、落石対策や道路改築等を
実施する。

緊急輸送道路のうち県庁と
地域の拠点を結ぶ路線の落
石等危険箇所対策数

Ｈ22 ：33箇所
Ｈ23 ：47箇所
Ｈ24 ：54箇所
Ｈ25 ：64箇所

72箇所 81箇所 93箇所 4,106,179 3,927,453 6,300,515

　（国）254号を含む10箇所での法面
対策工事が完了
　また、道路への落石や斜面崩壊等
の災害を未然に防ぐための防災事業
を実施した。

4

・緊急輸送道路における通行者の安
全を確保するため、今後も継続して実
施する必要がある。
緊急輸送道路のうち県庁と地域の拠
点を結ぶ路線の落石基幹箇所数の整
備目標について、概ね順調に事業進
捗している。さらに最終目標値である
「93箇所」を達成できるよう継続して事
業を実施する必要がある。

4
・県民の安心安全のため、計画的に
災害に強い道づくりを推進する必要が
あり継続。

土砂災害対策（孤立化防止） 県土整備部 砂防課
　人命を守るための施設整備と併せ、孤
立化防止のための土砂災害対策を推進
する。

土砂災害危険箇所の整備率
を32.3％から33.3％へ向上

Ｈ21 ：31.7％
Ｈ22 ：32.0％
Ｈ23 ：32.3％
Ｈ24 ：32.8％
Ｈ25 ：33.0％

32.8％ 33.1％ 33.3％ 2,150,000 2,776,056 3,065,668

○砂防／西の沢（みなかみ町）ほか３
２箇所で実施し、室ノ沢（高崎市）ほか
４箇所が完成。
○地すべり対策／坂本地区（神流町）
ほか１箇所で実施。
○急傾斜地崩壊対策／小河原東地
区（富岡市）ほか１６箇所で実施し、小
春地区（上野村）ほか３箇所が完成。
○雪崩対策／上ノ原地区（みなかみ
町）が完成。
○単独砂防施設／上記の他、土石流
危険渓流における渓流保全工等、急
傾斜地崩壊危険区域における擁壁工
等の対策を実施し、土砂災害の防止
に努めた。

4

・土砂災害危険箇所整備率について
「３２．８％」とH２５年度目標を達成し
ており、その成果は順調に推移してい
る。
　さらに最終目標である「３３．３％」を
達成できるよう継続して事業を実施す
る必要がある。

4
・県民の安心安全のため、土砂災害
に備えた計画的な施設整備が必要で
あり継続。

２　防災対策事業の推進　　小計 53,695,709


